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村上市建設工事入札参加資格審査申請要領 

 

令和５年１１月                                                                  

村    上    市 

 

 令和６・７年度において、村上市が行う建設工事の一般競争入札、指名競争入札及び随意契

約の協議（以下「競争入札等」という。）に参加しようとする方は、この要領に定めるところ

により、競争入札等に参加する者に必要な資格（以下「参加資格」という。）の審査（以下「資

格審査」という。）の申請を行ってください。 
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第 1  申請方法 

 

１ 参加資格の種類（建設工事の種類）   

１）  土木一式工事     16）  ガラス工事  

２）  建築一式工事     17）  塗装工事  

３）  大工工事     18）  防水工事  

４）  左官工事     19）  内装仕上工事  

５）  とび・土工・コンクリート工事   20）  機械器具設置工事  

６）  石工事     21）  熱絶縁工事  

  ７）  屋根工事     22）  電気通信工事  

  ８）  電気工事     23）  造園工事  

  ９）  管工事     24）  さく井工事  

10）  タイル・れんが・ブロック工事   25）  建具工事  

11）  鋼構造物工事      26）  水道施設工事  

12）  鉄筋工事     27）  消防施設工事  

13）  舗装工事     28）  清掃施設工事  

14）  しゅんせつ工事    29）  法面処理工事 （※） 

15）  板金工事              30）  解体工事  

※ 当市では、建設業法の許可業種（29種）に加え、とび・土工・コンクリート工事の

内訳としての「法面処理工事」についても参加資格の１業種として、とび・土工・コ

ンクリート工事とは別に登録を受け付けしています。 

 

２ 資格審査申請をすることができる方 

（１） 資格審査申請をすることができる方は、次に掲げる事項のいずれにも該当しない方です。 

① 建設業法第３条第１項の規定により建設業の許可を受け、その建設業の許可を受けて営業 

した期間が１年に満たない者 

② 資格審査を申請しようとする建設工事について、建設業法第 27条の 23第１項に規定する 

経営に関する客観的事項の審査（以下「経営事項審査」という。）を受けていない者 

③ 資格審査を申請しようとする建設工事について、建設業法第 27条の 29第１項の規定によ 

る総合評定値の通知を受けていない者 

④ 地方自治法施行令第 167 条の４（同令第 167 条の 11 第１項において準用する場合を含

む。）第２項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後２年を経過し

ない者 

また、その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者につい 

ても同様とします。 

⑤ 資格審査を申請しようとする建設工事について、添付書類の総合評定値通知書の完成工 

事高欄に完成工事高を有しない者 

⑥ 建設業法の規定により営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者 

   ⑦ 国税及び地方税について未納がある者 

   ⑧ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条

第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）が経営に実質的に
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関与していると認められる者 

   ⑨ 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴

力団又は暴力団員を利用していると認められる者 

   ⑩ 暴力団員であると認められる者 

   ⑪ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的

に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められる者 

   ⑫ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者 

   ⑬ 法人であって、その役員（その支店又は営業所の代表者を含む。⑭において同じ。）が、自

己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、

暴力団又は暴力団員を利用していると認められるもの 

   ⑭ 法人であって、その役員のうちに⑩から⑫までのいずれかに該当する者があるもの 

   ⑮ 次のアからウまでに掲げる届出のいずれかを行っていない者（当該届出を行うことを要しな

い者を除く。） 

     ア 雇用保険法（昭和 49年法律第 116号）第７条の規定による届出 

     イ 健康保険法（大正 11年法律第 70号）第 48条の規定による届出 

     ウ 厚生年金保険法（昭和 29年法律第 115号）第 27条の規定による届出 

 

（２） 土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、水道施設工事、舗装工事については、次

に掲げる国家資格者等がいない場合は、該当の工事の資格審査申請をすることができません。 

工事の種類 国 家 資 格 者 等 の 種 類 

土木一式工事 １級技術職員: 一級建設機械施工技士、一級土木施工管理技士、技術士のう

ち技術部門を建設部門、農業部門（選択科目を「農業土木」と

するものに限る。）、森林部門（選択科目を「森林土木」とするも

のに限る。）、水産部門（選択科目を「水産土木」とするものに限

る。）又は総合技術監理部門（選択科目を建設部門に係るもの、

「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。）

とする者 

２級技術職員: 二級建設機械施工技士、二級土木施工管理技士（種別を「土

木」とするものに限る。） 

建築一式工事 １級技術職員: 一級建築施工管理技士、一級建築士 

２級技術職員: 二級建築施工管理技士（種別を「建築」とするものに限る。）、二

級建築士 

電気工事 

 

 

 

 

１級技術職員: 一級電気工事施工管理技士、技術士のうち技術部門を電気電

子部門、建設部門又は総合技術監理部門（選択科目を電気電

子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。）とする者 

２級技術職員: 二級電気工事施工管理技士、第一種電気工事士、第二種電気

工事士で電気工事に関し実務経験３年以上、電気主任技術者

（第一種、第二種又は第三種）で電気工事に関し実務経験５年

以上、建築設備士で電気工事に関し実務経験１年以上、計装

で電気工事に関し実務経験１年以上の者 
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管工事 １級技術職員: 一級管工事施工管理技士、技術士のうち技術部門を機械部門

（選択科目を「流体工学」又は「熱工学」とするものに限る。）、上

下水道部門、衛生工学部門又は総合技術監理部門（選択科目

を「流体工学」、「熱工学」又は上下水道部門若しくは衛生工学

部門に係るものとするものに限る。）とする者 

２級技術職員: 二級管工事施工管理技士、給水装置工事主任技術者で管工

事に関し実務経験 1 年以上の者、職業能力開発促進法による

技能検定のうち検定職種を一級の冷凍空気調和機器施工、空

気調和設備配管、給排水衛生設備配管、配管（選択科目を「建

築配管作業」とするものに限る。以下同じ。）、配管工若しくは建

築板金（選択科目を「ダクト板金作業」とするものに限る。以下同

じ。）とするものに合格した者又は検定職種を二級の冷凍空気

調和機器施工、空気調和設備配管、給排水衛生設備配管、配

管、配管工若しくは建築板金とするものに合格した後、管工事

に関し実務経験 3年以上(ただし、平成 16年 4月 1日時点で合

格していた者は実務経験 1 年以上)の者、建築設備士で管工事

に関し実務経験 1 年以上、計装で管工事に関し実務経験 1 年

以上の者 

水道施設工事 １級技術職員: 一級土木施工管理技士、上下水道部門、又は総合技術監理部

門（選択科目を上下水道部門に係るものに限る。）とする者 

２級技術職員: 二級土木施工管理技士 

舗装工事 １級技術職員: 一級建設機械施工技士、一級土木施工管理技士、技術士のう

ち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門（選択科目を

「建設部門」とするものに限る。）とする者 

２級技術職員: 二級建設機械施工技士、二級土木施工管理技士（種別を「土

木」とするものに限る。） 

 

 

３ 登録営業所 

（１） 村上市との請負契約等を締結する営業所（以下「登録営業所」という。）は、本社（以下「主た

る営業所」という。）、又は本社を除く建設業の許可を受けている営業所（以下「従たる営業所」と

いう。）です。 

（２）  １社につき１営業所の登録を原則とします。 

ただし、参加資格の種類（建設工事の種類）が重複せず、主たる営業所の所在地が新潟県 

内、従たる営業所の所在地が村上市内である場合に限り、１社につき２営業所まで登録できる

こととします。なお、村上市内にある２つの営業所を登録することはできません。 

（３）  従たる営業所を登録営業所とする場合は、次のすべての項目に該当することが必要です。 

① 主たる営業所の代表者から村上市との建設工事の請負契約等を締結する権限がその代 

理人（従たる営業所の代表者）に委任されていること。 

② 申請する業種について登録営業所が建設業の許可を受けて１年以上であること。 

 



 - 5 - 

４ 申請書の提出期間及び資格の有効期間                           

区 分 申請書の提出期間 資格の有効期間 

定期申請 
令和 ５年１２月 １日から 

令和 ６年 １月３１日まで 

令和 ６年 ４月 １日から 

令和 ８年 ３月３１日まで 

随時申請 
令和 ６年 ４月 １日から 

令和 ７年 ９月３０日まで 

入札参加資格が認められた日（注）から 

令和 ８年 ３月３１日まで 

※随時申請は、令和６年２月１日から令和６年３月 31日までの間は受け付けません。 

（注） 入札参加資格が認められた日とは、原則として、受付期間中の毎月 15 日までに受け付けた

申請については翌月の初日とし、16 日以降に受け付けた申請については翌々月の初日としま

す。 

 

５ 提出方法 

（１） 直接持参又は郵送・宅配・メール便（当日消印有効）によります。 

受付時間  村上市の休日（土曜、日曜、祝日及び 12月 29日から翌年１月３日まで）を除く、 

午前９時 00分から午後４時 00分までとします。 

（２） 受付受領書を希望する場合、受付受領書又は申請書（控）を持参してください。郵送等による場

合は、受付受領書と返信用封筒（切手貼付のこと。）又は返信用ハガキを同封してください。 

 

６ 提出書類等  

申請書、申出書及び添付書類 
市内に営業

所がある業

者※１ 

その他の建

設業者※２ 
備考 

1.  建設工事入札参加資格審査申請書【規程様式第１号】 ◎ ◎  

2.  登録営業所一覧表【規程様式第２号】 ◎ ◎  

3.  技術職員数等に関する書類【様式１】 ◎ ◎ 

※３ 

※４ 

※５ 

4.  補正の技術職員数一覧【様式２】 △ △ ※３ 

5.  補正の技術職員名簿【様式３】 △ △ ※３ 

6． 補正の技術職員の資格者証等の写し △ △ ※３ 

7.  舗装機械の所有状況に関する書類【様式４】 
舗装申請者
のみ 

舗装申請者
のみ 

 

8.  適用除外申告書【様式５】 △ △ ※６ 

9． 建設業許可通知書又は証明書の写し ◎ ◎  

10. 建設業許可申請書別紙二の写し 
従たる営業
所が登録営
業所の場合 

従たる営業
所が登録営
業所の場合 

 

11．総合評定値通知書の写し ◎ ◎ ※７ 

12．経営規模等評価申請書総合評定値請求書の写し等 ◎ × ※８ 

13. 雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入の届出を 
行ったことを確認することができる書類の写し 

△ △ ※９ 

14．障害者雇用状況報告書の写し △ △ ※10 
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15．村上市と災害防止協定等の締結を証する書面 △ × ※11 

16．村上市内の国県道の除雪受託を証する書面 △ × ※12 

17．村上市と水道本管緊急工事当番業者の指名を受けている
ことを証する書面 

△ × ※13 

18．ハッピー・パートナー企業登録証の写し等 △ △ ※14 

19．ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の達成に向けた取組を

証する書面 
△ △ ※15 

20．ドナー休暇制度を定めた就業規則等の写し △ △ ※16 

21. 地域クラブ活動の指導者の休暇制度を定めた就業規則等 △ △ ※17 

22. ＺＥＢの認証・評価を受けていることが分かる書面 △ △ ※18 

23．委任状【共通様式１】 △ △ ※19 

24．業態調書【共通様式２】 ◎ ◎ ※20 

25. 暴力団等の排除に関する誓約書【共通様式３】 ◎ ◎  

26．村上市税納税証明書（原本）【共通様式４－１】 

※納税義務がない方は申出書【共通様式４－２】 
◎ ◎ ※21 

27．「法人税」（又は「所得税」）及び「消費税及び地方消費税」

の納税証明書（原本又は写し） 
◎ ◎ ※22 

◎ ： 必ず提出してください。（記入すべき事項がない場合は、用紙に「該当なし」と記入して提

出してください。） 

△ ： 提出しない場合があります。 

× ： 提出する必要はありません。 

※ １： 市内に営業所がある業者とは、村上市内に主たる営業所又は従たる営業所がある業者 

をいいます。 

※ ２： その他の建設業者とは、※１以外の建設業者をいいます。 

※ ３： 次の場合は、総合評定値通知書の技術職員を補正することができます。 

 経営事項審査申請を行った時の技術職員名簿に記載した技術職員のうち、経営

事項審査での技術職員の資格要件の重複計上の制限（２業種まで）と市との取扱い

（制限なし）の違い及び市での技術職員の級の扱いが異なるものがあることにより、

総合評定値通知書に記載の１，２級技術職員数との差異が生じる場合 

＊ 補正する場合は、「技術職員数等に関する書類」に必要事項を記入のうえ、職員に

関する下記のⅰ、ⅱ、ⅲを提出してください. 

ⅰ 「補正の技術職員数一覧」（様式２） 

ⅱ 「補正の技術職員名簿」（様式３） 

ⅲ 補正の技術職員の資格者証等（実務経験を証明する必要がある場合は、建

設業許可申請の実務経験証明書）の写し（資格者証等は、同一の資格であっても業

種ごとに提示し、どの業種に関するものか分かるよう、付箋・インデックス等を付けてくださ

い。） 

※ ４： １級舗装施工管理技術者の欄に技術職員数を記入した方は、その資格者証の写し

及びその者が雇用をされていることを証する書類等（雇用保険資格取得等確認通知書又

は被保険者証、健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格取得確認及び標準報酬決

定通知書、賃金台帳など）の写しを添付してください。（２名以上記入した方は、うち１名

以上の資格者証及び書類等の写しを添付してください。） 
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※ ５： 建退共等加入の有無の欄に「１」（加入有り）を記入した方は、総合評定値通知書で

確認できる場合を除いて、加入証明書等の写しを提出してください。 

建災防協会加入の有無の欄に「１」（加入有り）を記入した方は、加入証明書又は当年

度の年会費の領収書等の写しを提出してください。 

※ ６： 総合評定値通知書において、雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況の

いずれかが「無（未加入）」となっている場合で、経営事項審査の審査基準日から資格審

査申請日までの間に適用除外となった者のみ、当該書類に適用除外となった事実を証

する書類を添付して提出してください。 

当該書類により未加入でなくなったことが確認できた場合に限り、資格審査申請を行う

ことができます。 

※ ７： 通知書の審査基準日が令和４年７月２日以降であり、かつ有効な通知書であることが

必要です。（該当する通知書が２以上ある場合は、そのうちの最新のものを提出してくださ

い。以下同じ。） 

随時申請の場合は、申請をしようとする日の１年７か月前の日以降の通知書であること

が必要です。 

※ ８： 市内に登録営業所（主たる営業所又は従たる営業所）がある場合のみ提出してくださ

い。（※３の技術職員の補正をする場合は、市外業者でも技術職員名簿（別紙二）の提出

が必要になります。） 

経営事項審査の申請を行った時の、経営規模等評価申請書総合評定値請求書、工

事種類別完成工事高（別紙一）、技術職員名簿（別紙二）、その他の審査項目（社会性

等）（別紙三）及び工事経歴書（様式第２号の２）の写しを提出してください。（経営事項審

査の申請の際、工事経歴書の添付を省略した方は、建設業法第 11条第２項の規定に基

づき提出した変更届出書に添付した工事経歴書の写しを提出してください。） 

※ ９： 総合評定値通知書において、雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況の

いずれかが「無（未加入）」となっている場合で、経営事項審査の審査基準日から資格審

査基準日までの間に加入の届出を行った者のみ、次の書類を提出してください。  

         当該書類により未加入でなくなったことが確認できた場合に限り、資格審査申請を行うこ

とができます。 

       ① 健康保険・厚生年金保険が「加入」となった場合は、次の書類のいずれかを提出してく

ださい。 

         ・申請時の直近１ヶ月分の領収証書の写し 

         ・標準報酬決定通知書の写し 

         ・被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し 

         ・健康保険・厚生年金保険新規適用届（年金事務所の受領印のあるもの）の事業主控

えの写し 

       ② 雇用保険が「加入」となった場合は、次の書類のいずれかを提出してください。 

         ・申請時の直前の労働保険概算・確定保険料申告書の写し 

・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知用）の写し 

・雇用保険適用事業所設置届（ハローワークの受領印のあるもの）の事業主控えの写し 

※10： 雇用状況報告義務があり申請日時点の法定雇用率を満たす数を超える数の障害者雇

用をしている者、雇用状況報告義務はないが１人以上の障害者を雇用している者のいず

れかで障害者雇用に係る主観点希望者は下表の書類を提出してください。 
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雇用状況報告義務がある者 雇用状況報告義務がない者 

障害者の雇用の促進等に関する法律第

43条第 7項及び同法施行規則第 8条に

規定する障害者雇用状況報告書の写し

を提出してください。（合併等による新設

会社のため、まだ当該報告書の提出を

行っていない方については、合併前のそ

れぞれの会社における当該障害者雇用

状況報告書の写しを提出してください。） 

雇用している障害者の方の障害者手帳

の写し及びその者が雇用されていること

を証する書類（雇用保険資格取得等確

認通知書又は被保険者証、健康保険及

び厚生年金保険の被保険者資格取得確

認及び標準報酬決定通知書、賃金台帳

など）の写しを提示してください。 

 

 

※11： 村上市と災害防止協定等に関係している場合、主観点希望者は、加盟団体からの証

明書（証明日が申請日１か月以内のもの）を添付してください。 

※12： 村上市内において国、県の除雪受託をしている場合、主観点希望者は契約書の写し

を添付してください。市道の場合は、当市所管課で確認しますので、契約書の写しは不

要です。（定期申請の場合は申請年度の業務、随時申請の場合は申請日から 1 年以内

の業務に限る。） 

※13： 村上市の水道本管緊急工事当番業者になっている場合、主観点希望者は加盟団体

からの証明書（証明日が申請日１か月以内のもの）を提出してください。 

※14： 新潟県のハッピー・パートナー企業として登録し、かつ、下表の①～④に該当するもの

で男女共同参画の推進状況に係る主観点希望者は、ハッピー・パートナー企業登録証の

写しとともに下表の書類を提出してください。 

①「次世代育成支援対策推進法」に基づ

く「一般事業主行動計画」を策定し、都

道府県労働局へ提出し、かつ、資格審

査申請日現在において、当該行動計

画の計画期間中である者 

・都道府県労働局に提出した「次世代育

成支援対策推進法」に基づく「一般事

業主行動計画」（労働局の受付印あり）

の写し 

②経営事項審査の審査基準日現在にお

いて、女性技術者（建設業法第 7条第 2

号イ、ロ又はハに基づく主任技術者とな

る資格を有する者）を１名以上雇用して

いる者 

・経営事項審査の申請の際に添付した技

術職員名簿の写し 

・健康保険被保険者証等の写し（性別が

確認できる書類）  

③女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律(平成 27年法律第 64号。

以下同じ。)第８条第１項又は第７項に基

づき策定した「一般事業主行動計画」を

都道府県労働局に提出し、かつ、資格

審査申請日現在において、当該行動計

画の計画期間中である者 

下記の書類を提出してください。 

・都道府県労働局に提出した「女性の職

業生活における活躍の推進に関する法

律」に基づく「一般事業主行動計画」(労

働局の受付印あり)の写し 

 

④資格審査申請日現在において、以下

のいずれかを整備している者 

・新潟県子育て有給休暇制度創設奨励

下記の書類を提出してください。 

・新潟県（福祉保健部少子化対策課）が

発行する「子育て又は妊娠・出産関連
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金交付要綱別表の要件を満たす子育

てに関する有給休暇制度 

・新潟県妊娠・出産関連有給休暇制度創

設奨励金交付要綱別表の要件を満た

す妊娠・出産に関する有給休暇制度 

有給休暇制度整備に関する証明書【第

17号様式】」 

 

※15： SDGs（持続可能な開発目標）の達成に向けた取組みを行っている主観点希望者は、

当該取組みの状況が分かる書類（自社ホームページ、行動計画、行動指針又は行動宣

言など）の写しを提出してください。 

※16： ドナー休暇制度を導入し就業規則等に定めている主観点希望者は、ドナー休暇制度

を定めた自社就業規則等の写しを提出してください。 

※17： 地域クラブ活動指導者への休暇制度を導入し就業規則等に定めている主観点希望者

は、地域クラブ活動指導者への休暇制度を定めた自社就業規則等の写しを提出してくだ

さい。 

※18： 認証機関等から評価・認証を受けたＺＥＢ（エネルギー消費量の収支をゼロとすることを

目指した建物）を使用している主観点希望者は、評価・認証を受けていることが分かる書

面の写しを提出してください。 

※19： 従たる営業所を登録営業所とする場合は提出してください。 

     「委任者」「受任者」欄とも押印は不要です。 

※20： 資本関係のある会社、役員を兼任する会社がない場合は、該当無しの欄に○印を記

入してください。 

※21： 村上市税納税証明書又は申出書は、次のものを提出してください。 

① 村上市税納税証明書 

ア）専用様式の原本を提出してください。 

イ）法人税・固定資産税・軽自動車税等が賦課されていない場合でも、従業員に係る

村上市市民税の特別徴収義務者になっている場合は、村上市の納税証明書が発

行されます。 

ウ）申請日の前３か月以内の発行日に限ります。 

② 申出書（村上市への納税義務がない場合） 

ア）村上市への納税義務がない業者は申出書を提出してください。 

イ）申出人の住所・商号又は名称・代表者職氏名の欄には、本社の名称・代表者等

を記入してください。 

※22:「法人税」（又は「所得税」）及び「消費税及び地方消費税」の納税証明書（どちらも申請

日の前３か月以内の発行日に限る。）については、法人の場合は、納税証明書「その３の

３」、個人の場合は、納税証明書「その３の２」です。 

 

７ 定期申請に係る申請書提出後、令和６年 1 月 31 日までの間に新しい総合評定値通知

書が交付された場合等の取り扱い 

（１） 申請書等提出後、令和６年 1 月 31 日までの間に新しい総合評定値通知書が交付されたとき

は、当該「総合評定値通知書の写し」及び当該通知書の元となった「６ 提出書類等 13．経営

規模等評価申請書総合評定値請求書の写し等」を提出してください。なお、提出済みの次の書

類等に変更等がある場合は、新しく交付された総合評定値通知書の審査基準日における状況
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に基づき、改めて該当する書類等を提出してください。 

   3． 技術職員数等に関する書類【様式１】 

4． 補正の技術職員数一覧【様式２】 

5． 補正の技術職員名簿【様式３】 

 

８ 申請書等の提出部数、提出先、問合せ先 

 

提出部数は 1部です。 

 

〒 958-8501 村上市三之町 1番 1号 

   村上市財政課  契約検査室 

 電話  ０２５４－５３－２１１１（内線３２１０・３２１１）   FAX ０２５４－５３－２５７０ 

    メール zaisei-kk@city.murakami.ｌｇ.jp 

 

第２ 記入方法等 

１ 建設工事入札参加資格審査申請書 （以下「申請書」という。） 

（１） 「申請者」の欄  

    申請者（主たる営業所）の所在地、商号又は名称、代表者の職及び氏名を記入してください。

押印は不要です。 

（２） 「村上市業者登録番号」の欄 

①  令和 4・5年度の村上市業者登録番号を記入してください。 

令和 4・5年度の村上市業者登録番号は、村上市ホームページの入札参加資格者名簿

で確認できます。確認できない場合は、お問い合わせください。 

② 初めて申請する方は空欄にしてください。 

※ 建設工事の申請は初めてだが、建設コンサルタント等業務、物品調達、業務委託で 

登録されている方は、その登録番号を記入してください。 

（３） 「主たる営業所」の欄   主たる営業所（本社）について記入してください。 

① 「商号又は名称」の欄 

ア）本社の商号又は名称を記入してください。 

イ）法人事業者は、法人の種類について略さないでください。 

    《例》「株式会社 村上市」の場合「㈱ 村上市」としない。 

ウ）「フリガナ」は、商号又は名称をカタカナで記入してください。 

（法人の種類は省略してください。） 

② 「代表者の氏名」の欄 

代表者の氏名及びフリガナは、姓と名の間に１文字空けて記入してください。 

③ 「所在地」の欄 

        所在地を都道府県名から記入し、丁目、番地、号も記入してください。（新潟県内の場 

合は、県名を省略してください。） 

       《記入例》 

・一般的な記入例 ……… ○○県△△市○○一丁目１番１号 

・新潟県の場合   ……… 新潟市○○一丁目１番１号 

・東京 23区の場合 ……… 東京都○○区○○一丁目１番１号 

mailto:zaisei-kk@city.murakami.ｌｇ.jp
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    ④ 「電話番号」及び「ＦＡＸ番号」の欄 

電話番号及びＦＡＸ番号は、次に例にならって記入してください。 

０ⅩⅩⅩ－ⅩＸ－ⅩⅩⅩⅩ    ０ⅩⅩ－ⅩⅩⅩ－ⅩⅩⅩⅩ 

０ⅩⅩⅩⅩ－Ⅹ－ⅩⅩⅩⅩ    ０３－ⅩⅩⅩⅩ－ⅩⅩⅩⅩ 

（４） 「障害者雇用状況」の欄 

       障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35年法律第 123号）第 43条第７項の規定により、

障害者の雇用に関する状況を報告する義務がある者が法定雇用率を満たす数を超える数の

障害者を雇用している場合、又は、同規定による障害者の雇用義務がなく、障害者を１人以上

雇用している場合は「１」を、それ以外の場合は「０」を記入してください。 

（５） 「税等滞納状況」の欄 

国税及び地方税について滞納（入札参加資格審査申請時の納期未到来による未納税額は、

滞納には該当しません。）がある場合は申請できません。それ以外の場合は「０（無）」を記入し

てください。 

（６） 「災害協力」の欄 

村上市との災害防止協定を締結している団体に加盟し、その協定に関している場合は「１」を、

それ以外の場合は「０」を記入してください。 

（７） 「水道緊急工事協力」の欄 

村上市と水道本管緊急工事当番業者の指名を受けている場合は「１」を、それ以外の場合は

「０」を記入してください。 

（８） 「除雪協力」の欄 

村上市内の国、県、市道の除雪受託をされている場合は「１」を、それ以外の場合は「０」を記

入してください。 

（９） 「消防団協力事業所」の欄 

村上市の消防団協力事業所に認定されている場合は「１」を、認定されていない場合は「０」

を記入してください。 

（10） 「男女共同参画推進状況①」の欄 

新潟県のハッピー・パートナー企業の登録があり、かつ、「次世代育成支援対策推進法（平成

15 年法律第 120 号）」第 12 条第１項又は第４項に基づき策定した「一般事業主行動計画」を

都道府県労働局に提出し、かつ、計画期間中である場合は「１」を、提出した経営事項審査に

係る審査基準日において、建設業法第７条第２号イ、ロ又はハに該当する女性技術者を雇用し

ている場合は「２」を、前記の「１」と「２」の条件にともに該当する場合は「３」を、それら以外の場

合は「０」を記入してください。 

（11） 「男女共同参画推進状況②」の欄 

新潟県のハッピー・パートナー企業の登録があり、かつ、「女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律(平成 27年法律第 64号)」第８条第１項又は第７項に基づき策定した「一般事業

主行動計画」を都道府県労働局に提出し、かつ、計画期間中である場合は「１」を、「新潟県子

育て有給休暇制度創設奨励金交付要綱別表の要件を満たす子育てに関する有給休暇制度」

又は「新潟県妊娠・出産関連有給休暇制度創設奨励金交付要綱別表の要件を満たす妊娠・出

産に関する有給休暇制度」を整備している場合は「２」を記入してください。前記の「１」と「２」の条

件にともに該当する場合は「３」を、それら以外の場合は「０」を記入してください。 

（12） 「SDGｓ（持続可能な開発目標）取組状況」の欄 

SDGｓ（持続可能な開発目標）の達成に向けた取組みを行っている企業で、取組みを自社ホ
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ームページに掲載している場合又は行動宣言などを策定している場合は「１」を、それ以外の場

合は「０」を記入してください。 

（13） 「ドナー休暇制度の導入状況」の欄 

 ドナー休暇制度を自社就業規則等に定めている場合は「１」を、それ以外の場合は「０」を記

入してください。 

（14） 「地域クラブ活動の指導者への休暇制度の導入状況」の欄 

 地域クラブ活動の指導者への休暇制度を自社就業規則等に定めている場合は「１」を、それ

以外の場合は「０」を記入してください。 

（15） 「高度な省エネルギー建物の導入状況」の欄 

 環境・エネルギー性能の高い事業所・建物等の普及推進のため、認証機関等から評価・認

証を受けたＺＥＢ（エネルギー消費量の収支をゼロとすることを目指した建物で「ZEB」、Nearly 

ZEB、ZEB Ready、ZEB Oriented いずれかの定量的要件を満たすもの）を使用している場合は

「１」を、それ以外の場合は「０」を記入してください。 

（16） 「入札参加を希望する工事の種類」の欄 

村上市に入札参加を希望する建設工事の業種に次の字句を記入してください。（希望する業

種は、建設業法の許可を受け、経営事項審査の完成工事高があることが必要です。） 

４ページの３－（２）により２つの営業所の登録を希望する場合は、どちらかの営業所に該当す

る工事の種類に記してください。 

 ① 一般建設業許可を受けている建設業  「般」を記入してください。 

② 特定建設業許可を受けている建設業  「特」を記入してください。 

 

２ 登録営業所一覧表 

   登録営業所について記入してください。 

（１） 「村上市業者登録番号」の欄 

申請書に記入した番号を記入してください。（４ページの３－(２)により２つの営業所の登録を

希望する場合で、村上市の登録番号が１つしかない場合は、現行登録がされていない営業所

を空欄としてください。） 

（２） 「入札参加を希望する建設工事の種類」の欄 

登録営業所が入札参加を希望する建設工事の種類について、次のとおり記入してくださ

い。 

ア） 一般建設業許可を受けている建設業  「般」を記入してください。 

イ） 特定建設業許可を受けている建設業  「特」を記入してください。 

（３） 「登録営業所の商号又は名称」の欄 

   登録営業所の名称を記入してください。 

ア） 従たる営業所の場合は、商号又は名称(法人の種類を略さない)の後に１文字分 

空けて、営業所名（支社、支店名）を記入してください。 

イ） 「フリガナ」は、商号・名称をカタカナで記入してください。（法人の種類は省略 

してください。） 

    《例》「株式会社 村上市 村上支店」の場合 

フリガナは、「ムラカミシ ムラカミシテン」となります。 

（４） 「代表者（代理人）の職名」、「氏名」、「所在地」、「郵便番号」、「電話番号」、「ＦＡＸ番号」及

び「メールアドレス」の欄 
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申請書の例にならって登録営業所の内容を記入してください。（本社で登録の場合は同じ

内容を記入。従たる営業所の場合は、その営業所の内容を記入してください。） 

 

３ 技術職員数等に関する書類 

    この様式は、入札参加資格審査申請の際に添付する経営規模等評価結果通知書総合評定

値通知書の審査基準日における状況で、必要な事項を記入してください。 

    記入に当たって、該当がない場合は「０人」は記入せず、空欄としてください。 

 （１） 「申請者（商号又は名称）」の欄 

    従たる営業所で登録する場合でも「申請者」の欄は主たる営業所（本社）で記入してください。 

（２） 「土木一式、建築一式、電気、管、舗装、水道施設工事の技術職員数」の欄 

① 「総合評定値通知書の技術職員数」の欄総合評定値通知書の技術職員数を記入してくだ

さい。（補正する場合も記入） 

② 「補正の技術職員数」の欄 

技術職員数を補正する場合に記入してください。（６ページ※３参照）一人の技術職員が２

以上の資格を有する場合、その資格ごとに、それぞれ１人として計上してください。 

総合評定値通知書の技術職員数としてカウントされているものについては、除いてください。 

    ③ 「技術職員数」の欄 

      ①＋②の合計を記入してください。 

（３） 「１級舗装施工管理技術者数」の欄 

    舗装工事の登録申請をする方は、技術者数を記入してください。 

（４） 「労働福祉の状況」の欄  

   ① 「建退共等加入の有無」の欄 

    ア） 「中小企業退職金共済制度」、「建設業退職金共済制度」又は「特定退職金共済制度」 

のいずれかに加入している方は、「１」（加入有り）を記入してください。 

    イ） 「中小企業退職金共済制度」、「建設業退職金共済制度」又は「特定退職金共済制度」 

のいずれにも加入していない方は、「０」（加入無し）を記入してください。 

    ウ） 「１」を記入した方は、総合評定値通知書で確認できる場合を除いて、加入証明書等 

の写しを提出してください。 

    ② 「建災防協会加入の有無」の欄 

     ア） 建設業労働災害防止協会に加入している方は「１」（加入有り）を、加入していない方は 

「０」（加入無し）を記入してください。 

     イ） 「１」を記入した方は、加入証明書又は当年度の年会費の領収書等の写しを提出してく 

ださい。 

 

４ 補正の技術職員数一覧 

技術職員数等に関する書類で「土木一式、建築一式、電気、管、舗装、水道施設工事の技術

職員数」の補正技術職員数の欄に記入した場合に、この書類を提出してください。（補正がない

場合は、提出不要です。） 

   「技術職員数の人数」の欄 

該当する技術職員数を記入してください。 

※ １級・２級の合計の数は、技術職員数等に関する書類の補正の技術職員数の欄と一致 

しなければなりません。 
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５ 補正の技術職員名簿 

補正の技術職員数一覧に記入した場合に、その技術職員を名簿に記入してください。（補正

がない場合は、提出不要です。） 

   （１） 「氏名・生年月日」の欄 

該当する技術職員について記入してください。 

（２） 「経審コード」の欄 

技術職員が所有する資格名の経審コードを記入してください。 

※ １級・２級の合計の数は、技術職員数等に関する書類の補正の技術職員数の欄 

と一致しなければなりません。 

※ 資格者証等（実務経験を証明する必要がある場合は、建設業許可申請の実務経験証

明書の写しを添付してください。） 

 

６ 舗装機械の所有状況に関する書類 

（１） 「登録営業所名」の欄 

   登録営業所の商号又は名称（従たる営業所の場合は営業所名も含む。）を記入してください。 

（２） 「舗装機械の所有台数」の欄 

   登録営業所における舗装機械（アスファルトフィニッシャー）の所有台数を記入してください。 

（３） 「舗装機械の種類」の欄 

   該当する機械にチェックを付けてください。該当するものがない場合は「４．その他」をチェック 

し、その内容を記入してください。 

   ※ 複数所有の場合は代表的なものを記入してください。 

（４） 「製造番号」の欄 

   所有する機械の製造番号を記入してください。 

（５） 「所有・所有に準じる状況の別」の欄 

   該当するものにチェックを付けてください。 

   ※ 複数所有の場合は代表的なものを記入してください。 

（６） 「所有（保管）場所」の欄 

   所有（保管）場所の市町村名（都道府県名含む。）を記入してください。（所有（保管）場所が 

新潟県内の場合は県名を省略してください。） 

（７） 「所有等の開始時期」の欄 

   所有を開始した年月を記入してください。 

（８） 「所有等の終了予定時期」の欄 

   上記（５）の「所有・所有に準じる状況の別」の欄で、「１．所有」とした場合はその減価償却終了 

予定年月を、「２．リース」～「５．その他」とした場合はその終了予定年月を記入してください。 

 

７ 業態調書 

記入方法等 

（１） 親会社と子会社関係、親会社を同じくする子会社同士の関係、役員を兼任している人的関係

にある会社がある場合は、次のように記入してください。 

① 「資本関係に関する事項」の欄 

該当する場合、関係する商号又は名称、所在地、業者登録番号（村上市に登録がある場
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合）を記入してください。 

② 「役員等の兼任に関する事項」の欄 

該当する場合、役職、氏名、関係する商号又は名称、業者登録番号（村上市に登録がある

場合）を記入してください。 

③ 様式に記入しきれない場合 

適宜行を追加するか「別紙」と記入し別紙に必要事項を記載してください。（関係会社が多

数に及ぶ場合は、会社パンフレット等の写しの添付でも可とします。） 

（２） 該当がない場合は「資本関係、役員等兼任する事業所はありません。」の欄に○印を記入し

てください。 

（３） 作成日現在で記入してください。 

 

    

 

第３ 変更等の届出 

１ 申請内容に変更等があった場合 

申請書等を提出後、当該申請書等に記載した次の事項等について変更があったときは、速や

かに「変更届出書」に関係書類を添付して提出してください。 

（１） 次に掲げる事項等の変更について 

変 更 事 項 添  付  書  類 

①住所 ・登記簿謄本又はその写し 

②社名（商号） ・登記簿謄本又はその写し 

・委任関係のあるときは新委任状 

③代表者 ・登記簿謄本又はその写し 

・委任関係のあるときは新委任状 

④委任関係 ・受任者変更のときは新委任状 

・建設業法第 11条の規定に基づく変更届出書の写し 

 ※親子関係会社等 

(1)  親会社と子会社関係、親会社を同じくする子会社同士の関係にある会社 

      以下のいずれかに該当する二者の場合です。ただし、子会社（会社法第２条第３号 

    の規定による子会社をいいます。以下同じ。）又は子会社の一方が会社更生法第２条 

第７項に規定する更生会社又は民事再生法第２条第４号に規定する再生手続中の会 

社（以下「更生会社等」といいます。）である場合を除きます。 

ｱ) 親会社（会社法第２条第４号の規定による親会社をいいます。以下同じ。） と子 

会社の関係にある場合 

ｲ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

(2)  次の役員を兼任している人的関係にある業者 

    以下のいずれかに該当する二者の場合です。ただし、ｱ)については、会社の一方 

が更生会社等である場合を除きます。 

ｱ) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

ｲ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67条第１項又は民事再生法 

第 64条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 
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・営業所（新設等）への登録変更等の場合は新委任状 

⑤組織 ・登記簿謄本又はその写し 

・建設業法第 11条の規定に基づく変更届出書の写し 

⑥建設業の許可区分 ・建設業の許可通知書の写し又は許可証明書 

（２） 死亡、合併、営業譲渡等について 

申請者が死亡、合併等により消滅し、又は営業の譲渡を行った時は、次のとおりとなりま

す。 

  ① 参加資格が認定される前の場合 

    ・ 資格審査の申請は、無効となります。 

  ② 参加資格が認定された後の場合 

    ア） 相続又は合併をした方若しくは営業を譲り受けた方が、参加資格の継続を希望する 

場合 

・ 入札参加資格承継申請書を提出してください。承継の事実が確認されれば、参加

資格が認められます。 

 

    イ） 相続又は合併をした方若しくは営業を譲り受けた方が、参加資格の継続を希望しな 

い場合 

・ 廃業等届出書を提出してください。 

 

２ 参加資格の追加申請をする場合（業種追加） 

          参加資格の追加申請をする場合は、「６ 提出書類等」（５～６ページ）に掲げる申請書等の

うち次の書類を改めて提出してください。 

１．建設工事入札参加資格審査申請書【規程様式第１号】 

２．登録営業所一覧表【規程様式第２号】 

9．建設業許可通知書又は証明書の写し 

10．建設業許可申請書別紙二の写し 

11．総合評定値通知書の写し 

12．経営規模等評価申請書総合評定値請求書の写し等 

＊ 「建設工事入札参加資格審査申請書」の「入札参加を希望する建設工事の種類」の

欄には、追加申請する建設工事の種類のみを記入してください。 

＊ 参加資格の追加申請に伴い技術職員数等に変更がある場合は、次の書類を提出し

てください。 

３．技術職員数等に関する書類【様式１】 

４．補正の技術職員数一覧【様式２】 

５．補正の技術職員名簿【様式３】 

＊ 書類の提出にあたっては「６ 提出書類等」を参照し、添付書類等が必要な場合は併

せて提出してください。 
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「業種区分コード表」 

 

建設工事の種類 
建 設 業 の   

種 類 
略号 ｺｰﾄﾞ 

建設工事の

種類 

建設業の

種類 
略号 ｺｰﾄﾞ 

土木一式工事 土木工事業 （土） 1 ガラス工事 ガラス工

事業 

（ガ） 16 

建築一式工事 建築工事業 （建） 2 塗装工事 塗装工事

業 

（塗） 17 

大工工事 大工工事業 （大） 3 防水工事 防水工事

業 

（防） 18 

左官工事 左官工事業 （左） 4 内装仕上工

事 

内装仕上

工事業 

（内） 19 

とび・土工・ｺﾝｸﾘｰﾄ

工事 

とび・土工工事業 （と） 5 機械器具設置

工事 

機械器具設

置工事業 

（機） 20 

石工事 石工事業 （石） 6 熱絶縁工事 熱絶縁工

事業 

（絶） 21 

屋根工事 屋根工事業 （屋） 7 電気通信工

事 

電気通信

工事業 

（通） 22 

電気工事 電気工事業 （電） 8 造園工事 造園工事

業 

（園） 23 

管工事 管工事業 （管） 9 さく井工事 さく井工事

業 

（井） 24 

ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ

工事 

ﾀｲﾙ・れんが・ﾌﾞﾛｯｸ

工事業 

（タ） 10 建具工事 建具工事

業 

（具） 25 

鋼構造物工事 鋼構造物工事業 （鋼） 11 水道施設工

事 

水道施設

工事業 

（水） 26 

鉄筋工事 鉄筋工事業 （筋） 12 消防施設工

事 

消防施設

工事業 

（消） 27 

舗装工事 舗装工事業 （舗） 13 清掃施設工

事 

清掃施設

工事業 

（清） 28 

しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業 （しゅ） 14 法面処理工

事 

※2ページ

参照 

（法） 29 

板金工事 板金工事業 （板） 15 解体工事 解体工事

業 

（解） 30 
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第４  申請書類提出に際しての留意事項 

各登録区分（建設工事、建設コンサルタント等業務、物品調達、業務委託）共通 

 

１ 申請書類 

（１） 申請は、それぞれ（建設工事、建設コンサルタント等業務、物品調達、業務委託）

の登録区分ごとの申請要領により、書類を作成してください。同時に複数の入札参

加資格申請をする場合は、１つにまとめて申請を行ってください。これにより、提

出書類等を省略することができます。 

 

２ 綴じ方 

（１）次の順序に綴じてください。 

① 建設工事申請書類一覧表（建設工事の登録申請をしない場合は不要） 

② 建設工事申請書類（同上） 

③ 建設コンサルタント等業務申請書類一覧表 

 （建設コンサルタント等業務の登録申請をしない場合は不要） 

④ 建設コンサルタント等業務申請書類（同上） 

⑤ 物品調達、業務委託等申請書類一覧表 

（物品調達、業務委託等の登録申請をしない場合は不要） 

⑥ 物品調達、業務委託等申請書類（同上） 

⑦ 共通書類（委任状、納税証明書など） 

    

   ア 申請書類一覧表 

(ⅰ) 申請者の「業者登録番号」、「所在地」、「商号又は名称」及びこの申請に関す

る「担当者名」、連絡先「電話番号」を記入してください。 

(ⅱ) 提出書類の該当するところに○印をつけてください。 

イ 各申請書類 

登録申請を行う各申請要領に記載の書類を提出してください。 

ウ 共通書類 

次の書類は共通書類として、登録区分ごとでなく１枚にすることができます。 

(ⅰ) 委任状 

(ⅱ) 業態調書 

(ⅲ) 暴力団等の排除に関する誓約書 

(Ⅳ) 村上市税納税証明書（又は申出書） 

(Ⅴ) 「法人税」（又は所得税）及び「消費税及び地方消費税」の納税証明書（原

本又は写し） 


